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Ⅲ  推進計画

　まちづくりの方向性は、基本構想の政策方針に位置付けた「まちづくりの柱」に基づいて10年後
に目指すまちの姿を定めています。

　推進計画では、基本構想で掲げるビジョンや政策方針のもと、まちづくりの方向性、重点的に推進
するテーマや施策等を示します。

　重点テーマは、本市の現状や課題、市民ニーズ等を総合的に勘案し、緊急かつ重点的に取り組む
テーマや課題を設定したものです。
　また、重点テーマに基づき推進する施策を重点施策として位置付けています。

　今後も厳しい財政状況が継続することが見込まれる中、社会状況の変化に応じて発生する新たな
行政課題や、多様化・複雑化する市民ニーズに対応していくことが求められています。限られた資源
で最大の効果を生み出すため、選択と集中の考えのもと、行財政改革を進め、効果的・効率的な市
政運営に取り組みます。
　また、各事業の推進にあたっては、ICTを積極的に活用することにより、市民サービスの提供の迅
速化、利便性の向上を図ります。

　推進計画は、社会状況の変化等を考慮して３～４年ごとに見直すこととします。
　このため、最初の見直しまでの第１期の期間は、2018年度から2020年度とします。

2018年度～2020年度 2021年度～ ～2027年度

1		まちづくりの方向性

2		重点テーマ、重点施策

3		計画推進に向けた取組方針

4		計画期間

第1期 第2期 第3期見
直
し

見
直
し
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　推進計画は、まちづくりの方向性ごとに章立てしています。

5		推進計画の構成

主体性・社会性の育成

1  個性を伸ばし、主体性を育む人づくり
2  学び合い、高め合う人づくり
3  ふるさとを愛し、未来へ繋げる人づくり

ふるさとを愛し、多様性を尊重する心豊か
な人間性を育むとともに、あらゆる世代が
共に学び、支え合えるまちを目指します。

第1章
人をはぐくむまちづくり

（教育・人づくり）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策

結婚・出産・子育ての希望実現

1  結婚や出産に対する支援の充実
2  子育て支援の推進
3  子育てと仕事の両立支援

結婚や出産の希望を叶えられ、子育てを楽
しむことができるまちを目指します。

第2章
希望をかなえるまちづくり

（結婚・出産・子育て）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策

生涯にわたる健康の維持

1  地域包括ケアの推進
2  健康づくりと介護予防の推進

充実した医療福祉環境のもと、生涯を通した
心や体の健康づくりを推進するとともに、誰
もが自分らしく生きがいを持ち、共に支え合
いながら活躍できるまちを目指します。

第3章
生涯活躍のまちづくり

（健康・福祉）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策

地域産業の新たな展開

1  地域の産業の活性化
2  働く意欲と機会の創出
3  魅力ある農林業への転換

既にあるしごとの魅力を高めるとともに、新
たなしごとを創出し、市民それぞれが個性
を活かして活躍できるビジネスチャンスに
あふれたまちを目指します。

第4章
活気あふれるまちづくり

（産業振興）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策

前橋らしさの創出

1  地域資源を活かした新たな観光振興
2  移住・定住促進
3  市民主体の魅力づくりの推進
4  魅力的なまちづくりの推進

地域の魅力を創造・発信し、誰もが訪れ、住
み続けたくなるまちを目指します。

第5章
魅力あふれるまちづくり

（シティプロモーション）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策

都市機能の充実と安全・安心の確保

1  都市機能の集約と拠点性の向上
2  交通ネットワークの充実
3  環境配慮型社会の形成
4  安全・安心なまちづくりの推進

人口減少・少子高齢社会に対応した都市基
盤の構築を推進し、将来にわたり安全で、安
心して暮らせるまちを目指します。

第6章
持続可能なまちづくり

（都市基盤）

まちづくり
の方向性

10年後に
目指す姿

重点テーマ

重点施策



関連データ等

Ⅲ
　推
進
計
画

32 33

● 学習指導要領等にある「主体的・対話的で深い学び」の推進
● 自ら進んで学ぶ楽しさや友達と活動する喜びを獲得する体験の不足、
いじめや体罰、情報モラル等、子どもを取り巻く環境の著しい変化

● 特別な教育支援を必要とする幼児児童生徒の増加
● 市民が主体的に学べる場の充実に対する社会的要請

一人ひとりの個性や感性を伸ばし、主体性を育みます
● 一人ひとりが学ぶことの喜びを実感できる学校教育の展開　
● すべての子ども達が自己の力を伸ばすことができる教育環境の提供
● 市民が主体的に学ぶことができる学習機会の提供

環境の多様な変化に柔軟に対応するための主体的に学ぶ力
を身に付けた、次世代を担う人材育成が求められています

目標

現状と
課　題

【人をはぐくむまちづくり（教育・人づくり）】主体性・社会性の育成

1 個性を伸ばし、主体性を育む人づくり

子どもたちが確かな学力を身に付け、心身ともに成長できるよう学校教育が行われている。
2016年度　市民アンケート調査（重要度）

■ 重要　■ やや重要　■ あまり重要でない　■ 重要でない　■ 無回答
58.6 30.5 5.1 4.5

（%）

2016年度　市民アンケート調査（満足度）

■ 感じる　■ やや感じる　■ あまり感じない　■ 感じない　■ 無回答
7.3 42.0 39.5 8.1 3.1

（%）

1.3

⑴ 一人ひとりが学ぶ喜びを実感できる学校教育を展開します
●学び続ける力の育成　　●豊かな人間性の育成　　●たくましく生きるための健康や体力の育成

⑵ すべての子どもが自分の力を伸ばすことができる教育環境を提供します
●個に応じた指導（学校教育・幼児教育）の充実　　●特別支援教育体制の充実

⑶ 市民の主体的な学びに繋がる学習の機会を提供します
●多様化する学習ニーズや地域的課題に関する学習機会の提供　　
●子育ち・子育てのための家庭教育力向上への支援　　●知的活動を支援する図書館の充実

施策の方向性

市民、企業・団体、行政の役割

市民、企業・団体、行政の役割

市民、企業・団体、行政の役割

●関連する個別計画●
県都まえばし創生プラン、前橋市教育振興基本計画、教育行政方針、まえばし学校教育充実指針、幼児教育充実指針

●専門的な技能を活かした授業支援　
●学校公開日への積極的な参加

●一人ひとりを大切にした教育への協力
●特別支援教育への理解

● 公民館、コミュニティセンター及び
図書館活動への主体的参画

●体験活動への協力　
●専門的な分野の授業支援　
●キャリア教育への協力

●特別支援教育への理解

●社会教育活動のための人材の提供
● 社会教育活動のための場や機会な
どの提供

●授業力を高める研修
● 指定校による研究の推進と授業公開
によるすべての学校との共有

●一人ひとりを大切にした教育の推進
●特別支援教育体制の充実　
●幼児教育関係団体等との連携

● 地域課題や市民ニーズに対応した
学びの場の提供
● 多様な知的好奇心に対応できる情
報の提供

市民

市民

市民

企業・団体

企業・団体

企業・団体

行政

行政

行政

成果
指標

成果
指標

成果
指標

実績（2012）
74％

実績（2012）
88％

実績（2015）
89％

実績（2012）
22,641人

実績（2012）
464,998人

現状（2016）
78％

現状（2016）
93％

現状（2016）
89％

現状（2016）
37,464人

現状（2016）
470,950人

目標（2020）
80％

目標（2020）
95％

目標（2020）
92％

目標（2020）
38,000人

目標（2020）
480,000人

※2015年から上記の質問項目を設定したため、実績値を2015年とするもの。

学校評価アンケートで「授業で学習課題に沿って自
分で考えたり、まとめたりしている。」という質問に「よく
できている」「大体できている」と回答した人の割合

学校評価アンケートで「授業で学習したことがよくわ
かっている。」という質問に「よくわかっている」「大体
わかっている」と回答した人の割合

学校評価アンケートで「特別支援教育が充実して
いる。」という質問に「よくできている」「大体できてい
る」と回答した人の割合

公民館・コミュニティセンターの
講座学習参加者数（年間）

図書館の利用人数（年間）
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左から、まちづく
りの方向性→まち
づくりの柱→重点
テーマの順に記載
しています。

推進計画の計画終
了年度までに目指
す目標です。

⃝下の箇条書き部
分をまとめて表
現した施策の目
標です。

⃝推進計画の計画
終了年度までに
どのようなこと
を目指すのかと
いうことを記載
してあります。

⃝右側のページの
「施 策 の 方 向
性」に概ね対応し
ています。

⃝下の箇条書き部
分をとりまとめ
て、市として何
をしていく必要
があるのか（＝課
題）を記載してい
ます。

⃝重点施策に関連
する本市の実態
や本市を取り巻
く環境を記載し
ています。

⃝重点施策に関
連する市民アン
ケートの結果等
を掲載していま
す。

重点施策名です。

6		重点施策
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⃝目標の達成や課
題解決に向けた
具体的な取組を
表しています。

重点施策の見方

⃝施策の取組内容
を端的に掲載し
ています。

⃝最初の改訂まで
の目標となる指
標です。

⃝現状値について
は、指標を確認
できる直近の年
度を記載してい
ます。

⃝市民、企業・団体
に期待する役割
と、行政が実施
すべき役割を記
載しています。

重点施策に関連す
る個別計画です。
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